
第３章 人材育成と情報の収集・発信 

 

１ 人材育成 

 

     せたがや自治政策研究所における人材育成は、研究所に配属された職員が、各研究テー

マの調査・政策研究および外部研修や学会等の参加を通じて、政策立案にかかる総合的な

能力・技量の育成につなげることを目的としている。 

 

（１） 外部研修派遣 

調査・政策研究テーマに関係する内容や、今後の研究素材になりうる分野、地方分権や

都区制度に関する研修を受講するなど、外部派遣研修として各種講演会等に参加した。 

 

 研修、フォーラム  

シンポジウム等  
テーマ 

１ 自治体総合フェア 2012 
・議会改革セミナー「住民自治と議会改革」 

・活力共同まちづくり推進フォーラム 等 

２ 第 14 回都市経営セミナー これからのコミュニティのあり方と行政の関係 

３ 国際 PPP フォーラム 自治体再生の切り札 ～シティマネジメントを考える 

４ 都市政策研究交流会 
都市自治体の広域連携における機能的な共同処理方式の

あり方について 

５ 都市政策研究交流会 都市の調査研究活動の技法と課題 

６ 
シンクタンク神奈川 

政策研究フォーラム 
地域レジリエンス（再生力）を考える 

７ 
自治体学会 西尾先生巡回

10時間集中セミナーin東北 
自治・分権再考 ～地方自治を志す人たちへ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）学会等派遣 

     調査・政策研究や将来的に政策立案に役立つ様々な情報を収集するため、各分野の学

会等に参加した。 

学会等では、研究発表会、講演会、学術論文誌などの研究成果の発表や研究者同士の

交流が行われ、各テーマを中心に将来的な政策立案につながるような議論や最新の社会動

向に関する情報を得ることができた。 

 

 

 学会等 テーマ 

１ 日本公共政策学会 

・震災復興政策 ～中間総括と今後の課題 

・これからの大都市行政のあり方～制度と

経営の視点から 

２ コミュニティ政策学会 
地域自治を促すコミュニティ政策とは 

何か ～地域自治区の実態から考える 

３ 
自治体学会・全国自治体政策研究交流会議 

参照：自治体学会参加（出展）について 
多様性から活力を生み出す国づくり 

４ 日本都市学会 都市の進化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



自治体学会参加（出展）について 

  せたがや自治政策研究所が学会の会員として参加している自治体学会では、ポスターセッショ  

 ンに参加し、世田谷区の「住民力」に関する研究報告を行った。 

 

 

平成 24 年 自治体学会大会の資料（表紙）             自体学会大会の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 24 年 自治体学会広島大会ポスターセッション報告書より抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３）特別区制度研究会への派遣 
特別区制度研究会は、今後の特別区のあり方に関する検討の方向の一つとして、第二次

特別区制度調査会報告（「都の区」の制度廃止と「基礎自治体連合」の構想（平成 19 年 12

月））で提起された内容を踏まえ、今後の議論に備えるための基礎的な調査研究を行うことを

目的として、特別区長会が、特別区協議会に設置した23区職員及び特別区協議会職員の共

同による研究会である。 

第 1 期（平成 20 年 8 月から平成 22 年 3 月）から、第 2 期（平成 22 年 4 月から平成 24 年

3月）、第 3期（平成 24年 4月～）に渡り、当研究所研究員 1名を世田谷区より派遣している。 

第 1期研究会では、区長会から提示された 4つの調査研究テーマごとに分科会を編成した。

月に 1 回程度（半日）分科会を開催し、実態分析や事例研究を通した現状の把握、現行法制

度のもとでの可能性の検討、今後予想される事態や課題の整理などの基礎的な調査を実施

し、報告書にまとめた。各研究の研究報告は「特別区協議会」ホームページに掲載されてい

る。 
 
 テーマ 内容 

第 1 

分科会 

特別区における住民自治の充実

について 
今後の社会情勢への対応など、住民自治の充実

に資する手法を検討 
第 2 

分科会 

都区の児童福祉行政における諸

課題と今後の対応等 
児童相談行政をめぐる諸課題の解決に向けた連

携体制の構築など今後の対応 
第 3 

分科会  

災害時における職員の初動態勢

の構築 

東日本大震災から見えた 23 区の課題をふまえ

た 23 区の初動態勢に関する考察 

第 4 

分科会 

大都市東京における 23 区の自

治のあり方について 
「大阪都構想」や「特別自治市構想」など大都

市制度における自治のあり方 
出典 平成 25 年 3 月 22 日 特別区制度研究会の中間経過報告資料を参照 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（４）公共政策ゼミナール【政策・法務】 

公共政策ゼミナールは、政策・法務に関する基礎力の総合的な向上・蓄積を図り、自治体職

員の役割を考えることを目的に、行政法（基礎知識パート）、政策・法務（理論応用パート）を学

ぶ研修である。研究所は、研修調査室と共催で、政策・法務の研修を担当している。 

政策・法務の研修では、分権時代を迎え、自らの責任と権限のもとで主体的な自治体経営を 

実現するために、社会学の視点を取り入れた地域社会の現状把握や、公共政策の考え方につ

いて講義と演習を行い、政策法務能力の習得を目指す内容となっている。 

 

日時：平成 24 年 11 月 30 日（金）、12 月 3 日（月）、7 日（金）【3 日間】  8：45～17：15 

会場：厚生会館 3 階会議室、区議会大会議室 

      

平成 24 年度については、「基本構想を考える職員研究会」に参加する研究員を本研修の対

象者とし、職員研究会の活動の一環として、公共政策ゼミナールを実施した。カリキュラム等詳

細については、以下（5）基本構想を考える職員研究会を参照。 

 

（５）基本構想を考える職員研究会 

1)目的 

「世田谷区基本構想・基本計画」を策定するにあたり、若手職員が区の将来像につ

いて自由な発想で議論し、政策を考案・発表する機会を設けた。 

    また、併せて「世田谷区基本構想審議会」や区民意見集約の取り組み等の運営に

参加し、生の声を聞く中で区民の問題意識や考え方を捉え、今後における政策・施

策形成に活かすことを目的として実施した。 

 

2)概要 

①研究員の構成 

  全領域の若手職員（概ね 40才以下、あるいは在職 10年程度の職員）47名 

②活動期間 平成 24 年 5月から平成 25年 6月までの期間(審議会の答申時を想定) 

③活動内容 

（ア）「20 年後の世田谷区」を題材とした研究員による政策づくりワークショッ

プ・発表会への参加 

    （イ）「世田谷区基本構想審議会」（部会を含む）への参加・運営支援 

    （ウ）「区民ワークショップ」への参加・運営支援 

    （エ）「公共政策ゼミナール」への参加 

   

 

 

 

 



 

④活動スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤主な活動内容 

発足式 

目的  「基本構想を考える職員研究会」のスタートをきるため発足式を行う。発

足式では、話し合いの新たな手法である「ワールド・カフェ」の体験をと

おして、他の研究員のいろいろな考え方や意見を聞く。 

日時 平成 24 年 5月 9日（水） 13時から 17時 

会場 ブライトホール（第 3庁舎 3階） 

 

講師  

有限会社 HRT 代表取締役  

ワールド・カフェ コミュニティ ジャパン理事 

大川 恒氏 

タイム 

スケジュー

ル 

 

時  間 内  容 

13:15～13:30 開会の挨拶（保坂区長） 

13:30～16:30 講義・実践 

16:30～17:00 閉会の挨拶（政策経営部長） 

事務局から事務連絡 

概要 

 

 

 

 

 

 

ワールド・カフェの手法を学び・実践を行った。 

ワールド・カフェとは、カフェのようにリラックスした雰囲気の中で、4～
5 人単位の小グループのメンバーの組み合わせを絶えず変えながら話し合

いを続けることにより、参加者全員が話し合っているような効果が得られ、

新しいアイディアや気づきが生まれる手法である。今回の基本構想策定の

過程だけでなく、研究員が今後区民の生の声を聞く機会に、自由で新しい

アイディアがたくさん引き出せる話し合いをサポートできるようになるこ

とも期待して採用した。 
実践では、各テーブル 4名程度に分かれ、自己紹介の後、 

①「世田谷区の好きなところはどこですか？」 

②「世田谷区の 20年後はどうなっていると良いと思いますか？」 

③「そのためには世田谷区がどういう組織になっていると良いと思いま

すか？」 

5月 9日 発足式 

5月～9月 基本構想審議会部会への参加 

6月 30 日 区民ワークショップへの参加 

9月 27 日 中間まとめ 

10月 18 日 基本構想審議会への参加 

11月 30 日 
公共政策ゼミナール（政策・法務） 

12月 3日 

12月 7日 成果発表会（公共政策ゼミナール 3日目） 

12月～3月 基本構想審議会への参加 



というテーマについて、席を移動しながらいろいろな方の意見を聞くこと

ができた。最後に、20年後の世田谷区の姿を絵に描いて、発表した。 

※研修調査室との共催研修により実施 

区民ワークショップへの参加 

目的  区民ワークショップへの参加をとおして、区民の方々の意見を直接聞く機

会とする。 

日時 平成 24 年 6月 30日 

会場 ブライトホール 

概要 無作為抽出により選ばれた区民の方々から参加者を募り、20 年後の世田谷

区の将来像についての意見などをお伺いした。午前中はワールド・カフェ

形式、午後はグループごとのワークショップを行った。研究員は、会場の

設営、撤収のほか、各グループの進行補佐を行い、区民の方々の意見を直

接聞くことができた。 

（区民ワークショップの詳細は、第 4章 2を参照。） 

 

公共政策ゼミナール及び成果発表会 

目的  公共政策ゼミナールは、分権時代を迎え、自らの責任と権限のもとで主体

的な自治体経営を実現するために、自治体職員として政策形成・条例策定

の必要性、ポイント等について講義と演習を通して学び、政策法務能力の

習得を目指す研修として実施している。今回は、研究会の職員を対象に実

施し、これまで参加してきた部会や審議会、区民ワークショップなどの経

験をとおして、職員として今後の区の将来像について、グループワークに

より考案した。 

日時 平成 24 年 11月 30日（1日目） 

12月 3日（2日目）  8時 45分～17時 15分 

12月 7日（3日目）   

会場 1、2日目 研修調査室 3日目 区議会大会議室 

講師等 下記参照 

概要 

 

 

 

 

 

 

1 日目は地方分権改革の流れを踏まえて、地方自治体が政策の立案や条例の

制定に向き合う姿勢や、区市町村と都道府県と国の関係などについての総

論的な講義と、「都市社会の構造的分化について」を題材として多様化する

価値規範についての講義を行った。その後、条例制定におけるポイントな

どについての講義とこれまでの活動の振り返りを行った。 
2 日目は、各班で基本構想の実現にむけて取り組むための条例について、若

手職員の立場から考え、発表を行った。 
3 日目は、2 日目の話し合いをもとに、職員が考える基本構想として、区の

将来目標（目指すべき姿）とそれを実現するための政策の方向性（重点施

策）について、区長と基本構想審議会会長に発表を行った。     
※研修調査室との共催研修により実施。 

 

 

 

 



第 1日目：公共政策のデザインと条例（講義編） 

11月 30日（金） 

内 容 講 師 

8:45～ 研修ガイダンス 基本構想・政策研究担当課 

9:00～12:00 

講義１ 

地方分権の推進に伴う自治体の政策形成 

条例策定の必要性等について 

明治大学政治経済学部教授 

牛山 久仁彦 

13:00～13:40 
講義２ 

社会構造の分化について 

せたがや自治政策研究所長 

森岡 淸志 

13:40～16:00 
講義３ 

条例策定における形成過程、策定ポイント 

区政情報課法規係長  

河村 直史 

16:00～16:50 

演習「基本構想を考える職員研究会・成果

発表会に向けて」 

ディスカッション 

（統一テーマの発表、アイスブレイク、    

基本構想策定過程・中間報告等の振り返

り） 

せたがや自治政策研究所 

政策形成アドバイザー 

吉田 賢一 

16:50～17:00 振り返りと作業ガイダンス 

 

第 2日目：公共政策のデザインと条例（演習） 

 

 

 

 

 

12月 3日（月） 

内 容 

8:45～ 研修ガイダンス 

9:00～9:10 説明 
ディスカッション 

第 1日目のおさらい 
チームでの振り返りの共有 

9:10 ～
12:00 ワークショップ 

①ワークショップ 
 STEP1  統一テーマの確認 
 STEP2  基本構想の検討過程での課題抽出  

（＝条例目的） 
 STEP3  キーワードの洗い出し 

13:00 ～
16:00 ワークショップ 

 STEP4  キーワードの構造化 
◆ STEP5 政策手段の選定・組成 

 STEP6  条例名の設定と前文・条文の記述   
＋独自の政策展開 手法の明記＝

条例の「売り」 

16:00 ～
17:10 発表 

②プレゼン・質疑応答・講評 
 検討内容の発表、質疑応答 
 講評：田中 基本構想・政策研究担当部長 

17:10 ～
17:15 まとめ ③総括 



第 3日目：成果発表会 

 

基本構想区民意見・提案発表会への参加 

目的  日頃から区内で活動している地域団体などからの意見・提案を基本構想審

議会の議論に生かすための発表会において、基本構想を考える職員研究会

を代表して、若手職員の立場で策定した案を発表する。 

日時 平成 25 年 1月 12日（土） 13時～17時 20分 

会場 区議会大会議室 

概要 

 

 

 

 

これまでの基本構想審議会・部会の議論を踏まえた「20 年後の世田谷区

が目指すべき姿」についての区民意見・提案発表会に「基本構想を考える

職員研究会」の代表の班が参加し、公共政策ゼミナールにおいて若手職員

の立場で考えた区の将来目標（目指すべき姿）とそれを実現するための政

策の方向性（重点施策）について発表を行った。 
 
 

12月 7日（金） 場所 区議会大会議室 

内 容 担 当 

8:45～ 研修ガイダンス 基本構想・政策研究担当課 

9:00～12:00 
発表準備 

スライドの作成や、発表内容等について 
各グループに分かれて作業 

 

13:00～15:00 

発表準備 

会場設営 

リハーサル 

15:30～17:00 発表会 講評者：区長、森岡所長 



２ 情報の収集・発信 

 

  研究所の基本機能のひとつである「情報の収集・発信機能」の趣旨に基づき、下記について、 

情報の収集と発信を行った。 

（１）シンポジウム（第 4 章に記載） 

（２）「都市社会研究」 
（３）ホームページ 
（４）「Newsletter」（庁内） 
（５）イントラネット・ホームページ（庁内） 
（６）研究成果等の情報発信 

 

（１）シンポジウム 

   平成 24 年 3 月 16 日（金）、世田谷区役所三軒茶屋分庁舎 5 階「三茶しゃれなあど オリオン」

にて、「世田谷区基本構想シンポジウム 新しいコミュニティ形成をめざして」を開催した。 

    当日は、世田谷区に在住・在勤されている方をはじめ、行政関係者や学生など、約 170 名の参

加があった。 

詳細は次章（第 4 章）に掲載する。 

 
（２）「都市社会研究」 

自治・協働の更なる発展を目指すとともに、区民

の主体的な地域活動を全国に発信し、加えて幅広

い分野の研究者や地域活動に取り組む住民との

研究交流を通じて、区の政策形成の基盤づくりを

図ることを目的に学術機関誌『都市社会研究』を

平成 20 年度より発行している。 

第 5 号の特集テーマは「今後の基礎的自治体の

あり方と役割～基本構想の策定に向けて～」として、

テーマに造詣が深い有識者や区職員の論文を 6

本掲載している。投稿論文は、4 本の応募があり、

査読の結果 1 本を掲載している。また研究ノートは

8本の応募があり、審査の結果 3本を掲載、活動報

告については、地域での活動を紹介したもの 2 本

を掲載している。 

                                        

 

 

 

 

都市社会研究 第 5号 表紙 



（３）ホームページ 

世田谷区のホームページでは、研究所の活動内容について紹介を行った。 

 

世田谷区のホームページ（http:// www.city.setagaya.lg.jp） 

 

 

（４）Newsletter（庁内） 

  Newsletter は、研究所の研究成果を庁内の各所管課で活用してもらうため、定期的に電子メ 

ールなどを通じて情報発信を行っている。 

平成 24 年度は、世田谷区の地域特性の析出をテーマに、国勢調査を分かりやすく視覚化し 

た社会地図とその解説を“Newsletter vol.10～12”として配信した。 

※平成 24 年度に配信した内容は、当報告書の「世田谷の地域特性の析出」に関する調査・研

究のなかで掲載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（５）イントラネット・ホームページ（庁内） 

庁内向けのイントラネット・ホームページでは、研究成果の報告と地方分権をめぐる情報の共

有などを目的としている。平成24年度は、研究所の研究報告に加えて、新たに研究所の蔵書目

録を掲載するなど、さまざまな最新情報を発信した。具体的には、「調査・政策研究活動」、「社

会地図のデータベース」、「Newsletter」、「シンポジウム」、「学識経験者データベース」等が掲載

されている。 

 

イントラネット・ホームページ せたがや自治政策研究所トップページ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）研究成果等の情報発信 

研究所がこれまで実施してきた研究の成果等を、機会を設けて発表を行うことで、広く情報発

信を行っている。 

① 自治体学会でのポスターセッションの出展 

（第３章 １ 人材育成 参照） 

② 日本都市センター主催「都市政策研究交流会」での事例報告 

平成 24年 10月 29日に上記交流会が開催された。その中の「事例報告」の部において、

平成 21 年度～平成 23 年度にかけて研究を行った「世田谷区民の『住民力』に関する調査

研究」（せたがや自治政策ＶＯＬ．2,2010、3，2011、4, 2012）について研究発表を行った。 

また、同センターが発行する機関紙「都市とガバナンス」にも、同研究内容についての掲

載依頼を受け、情報発信を行った。 

③ 日本大学文理学部総合研究科目での講義 

    平成 24 年 10 月 2 日に日本大学文理学部の総合研究「下高井戸・桜上水スタディ

ーズ-『世田谷学』事始め、コミュニティ・キャンパス化を目指して」において、研

究員が講義を行った。内容については世田谷区の概況と課題および「大学連携のあり

方に関する研究」（せたがや自治政策ＶＯＬ．3，2011）について研究概要の発表を行った。 



３ 平成２４年度の研究所の運営について（政策形成アドバイザーによる省察） 

  

 平成 24年 4月 1日から自治政策等に関する高度な見識を有する「政策形成アドバイザー」

を設置し、専門的立場から研究所の調査・政策研究等の全般に関して助言を行っている。

また、次年度以降の研究所の更なる発展に資するよう、年間の活動を通じた省察を行うこ

ととした。ここに政策形成アドバイザーによる省察結果を掲載する。 

 

（１）平成２４年度の取り組みに関する省察 

・ 平成２４年度は２３年度にスタートした「世田谷区基本構想」の策定に向けての

審議会運営等を担う庁内組織を別途整備するため、政策研究担当課は基本構想・

政策研究担当部として改組されており、これに伴って「せたがや自治政策研究所」

内のスタッフについても担当替えが行われている。 

 

・ 当研究所の役割としては、これまでの研究成果等の提供や、シンポジウム等で培

ったノウハウを活かした、区民参加の取り組みを実施するなど、基本構想等のプ

ランニングにあたって議論の円滑化、効率化を図る総合的なマネジメントの側面

支援を行うことが求められていたといえる。 

 

・ 一方で基本構想等に係る業務が区にとっての一大プロジェクトであるため、当研

究所にとっての重要なステークホルダーである庁内各所管課においてもプロジェ

クトに連動した動きとならざるを得ず、有機的かつタイムリーな当研究所との連

携が取りづらい側面が生じていたことは否めない。また、いかにその所掌上、直

接的な関与をするものではないとはいえ、同じ部に基本構想部門が並立している

以上、業務の繁閑によっては、研究所が本来果たすべき自治体経営に資する調査

研究や所管課の政策課題解決の支援といった機能の遂行に若干の遅滞が生じてい

た懸念がある。 

 

（２）個別機能に関する省察 

① 調査研究 

・ 今後、国が標榜する地域活性化等の施策の展開を鑑みるに、詳らかな地域の実情

を把握し客観化できる定量的かつ定性的データが必須となるのは明らかであり、

まさに当研究所が累積的、経年的にそのスキルの研鑽とともに蓄積してきたソー

シャル・キャピタル等のリソースは「住民力」として一つの結実をみており、大

いに有効に役立てるべきであるといえる。次年度以降もさらなるブラッシュアッ

プを図ると同時に、既存の他分野の諸元データとのリンクを図った「知のインフ

ラづくり」が期待される。 



・ 同時に、地方自治に即した最先端の理論を学ぶと同時に、民間のビジネスソリュ

ーション等の知見をも参考に、これまでにない視点での政策課題への対応方が重

要になるといえる。したがって、独自の調査研究のテーマも国内外へ視野を広げ、

既存の連携体制の維持発展を前提として、これまで連携したことのないアクター

とネットワークを組み、ダイナミックな活動を展望したい。 

 

② 人材育成機能 

・ 「世田谷区基本構想」の策定にあたっては、若手職員が区の将来像について自由

な発想で議論し、政策を考案・発表する「基本構想を考える職員研究会」が設置

され、カフェのようにリラックスした雰囲気の中で、４～５人単位の小グループ

のメンバーの組み合わせを絶えず変えながら話し合いを続けることで、新しいア

イディアや気づきを創発する「ワールド・カフェ方式」を区として初めて採用し、

「２０年後の世田谷」をテーマとした話し合いを行い、中間報告ではコミュニテ

ィのあり方について様々な展望が示された。 

 

・ このことを受け、平成２４年度公共政策ゼミナール（政策・法務）では、「世田谷

区の未来を考える～政策の設計・提案～」をメインテーマとして、以下の諸点を

目的として実施し、「基本構想を考える職員研究会」の活動と有機的にリンクさせ、

最終的な区長への報告会へ帰結するように組み込むこととした。 

 区の目指すことを実現する手段としての条例とその仕組み 

 基本構想を実現するための条例の策定 

 課題を捉える「目利き力」とそれを政策化する「構想力」の体得 

結果として基本構想案等への取りまとめに資する成果が得られたものと評価でき

るが、２つの点で課題が残ったといえる。 

 

・ 第一は、研修そのもののプログラム運営にかかる技術的な問題である。今回は「基

本構想を考える職員研究会」をそのままシフトさせることで運営が円滑化できた

が、チーミングの単位（チーム数・チームごとの人数）、政策研究担当課員及び出

身者の配置の仕方、グループワークのテーマ設定と流れ（プロセス管理）等の観

点については必ずしも必要十分な条件設定を行っていたとはいえないため、次年

度以降においては、従来型で行うとした場合の環境整備が必要になる。 

 

・ また、従来は配布資料として講義内容の概要版を事後に研修生へ渡していたが、

今年度は事前配布のテキスト化への要望があったことを踏まえ、購読用の教材を

試作したものの、コンテンツの整合やアップデイトに十分な配慮が行き届かない

面もあり、さらなる改良が求められるといえる。 



・ 第二は、プログラムの組成の問題である。人材育成に当たる研修においては、一

定の知識の修得が必須となる Off-JT とそれらの実践での活用を行う OJT の適切

な組み合わせが重要となる。これらをペアとして段階ごとに複合的に構造化する

ことで、最終的な評価を行う一気通貫した体系的なモデル化が今後のポイントと

なろう。可能ならば、段階ごとに必要となる能力ないしは、コンピテンシー（高

業績者の行動特性 ）を定義し、それらがいかに身に付いたかについて、ポートフ

ォリオ分析ができると望ましい。 

 

（３）他の自治体シンクタンクの最新事情から得られる示唆 

・ 平成２５年度を展望するにあたっては、国においても３年半ぶりに政権交代があ

ったことを踏まえ、新たな政策転換の可能性を考慮し、よりシンクタンクに相応

しく先取りをした機動性のある組織行動が求められることになると思料される。 

 

・ そこで、「せたがや自治政策研究所」の設置にあたっての先行事例として調査・分

析の対象とした他自治体シンクタンクの現状から、今後の本研究所の活動に資す

るポイントを整理しておくこととしたい。なお、以下の記述では各自治体の HP
のほか「春日部市の自治体シンクタンク設置に向けた調査研究報告書～春日部市

にふさわしいシンクタンクの姿とは何か～」（平成２３年２月春日部市総合政策部

政策課）を参照している。 

 

① 組織的あり方 

・ 「八王子市都市政策研究所」では、「会議体（都市政策研究会議）のままでは研究

成果を継続的に維持・管理できないため」、組織化し都市政策研究所としている。

組織化のメリットは、「政策の実現性が高まることにあるが、そのための課題とし

てスピードと成果が求められることとなり、そのために、データの収集・加工・

発信や社会調査を行うスキルを職員が習得できる体制」が必須となる。同時に「自

治体シンクタンクの必要性を庁内に理解してもらうために、関連部の部長級職員

を対象とした自治体シンクタンクの勉強会を行っ」ている。「なお、理事者とのや

りとりや政策実現をスムーズにしていくためには、市内部に精通している人が求

められたため」、「所長は、市のＯＢ職員が非常勤特別職として務めている。」1 
 
・ また、「さがみはら都市みらい研究所」では、「研究に独立性を保ちたいという趣

旨から、平成２１年度まで所長は外部から学識経験者を招いていたが、退任に伴

1春日部市の自治体シンクタンク設置に向けた調査研究報告書～春日部市にふさわしいシン

クタンクの姿とは何か～」（平成２３年２月春日部市総合政策部政策課）p.54. 

                                                   



い、平成２２年度からは市の常勤職員が所長」2を務めている。 
 
・ 「横須賀市都市政策研究所」では、「第１ステージは、政策研究の専門性と独立性

の確保のため、外部から学識経験者を所長として招い」たが、「第２ステージから

政策提言や政策研究などの成果を現場での実践へより円滑につなげるため、政策

推進部長が所長を兼務して」3おり、結果としてより内部化が進んでいるともいえ

る。 
 
② 外部人材の利活用 
・ 「横須賀市都市政策研究所」では、「運営、政策研究への指導・助言をしてもらう

ため、学識経験者が専門委員となっている。」一方で、「研究成果に専門性を確保

するため、また、職員研究員の研究ノウハウの取得や政策形成能力の向上に寄与

するため、博士課程、修士課程修了者などの非常勤研究員を雇用して」4おり、そ

の運用には一定の知見が蓄積されているものといえる。 
 

・ 同時に総合振興計画、実施計画や行政評価が「横須賀市都市政策研究所」の所管

に含められており、その理由は政策立案の基礎となる情報の調査分析機能の強化

を図るとともに、政策研究を実践に生かすためであるとされているが、設立時か

らそうした趣旨でプログラミングされていることも勘案しなくてはならないため、

「せたがや自治政策研究所」の現在の所管のあり方と同一視することには慎重な

対応が必要である。 
 

・ 外部人材を活用するに当たっては、具体的な研究のテーマないし課題を予め設定

し、そのソリューションのためにどの程度の専門性のレベルを持った人材を必要

としているのか、研究所内においても幅広い視座からその基本コンセプトについ

て十分に議論をし、共有しておくことが必須であり、こうした外部人材活用の段

取りは、今後の「せたがや自治政策研究所」においても参考となる取り組みにな

るといえよう。 
 

・ さらに重要なポイントは、外部から採用したスタッフのミッションを明確化する

ことである。「せたがや自治政策研究所」でも、今年度から特別研究員が１名から

３名へと増え組織強化されており、マンパワーとしては財政状況を慎重に受け止

めなければならない現状において、極めて手厚い陣容となっている。こうしたマ

2 同上, p.55 
3 前掲, p.55. 
4 前掲, p.55. 

                                                   



ンパワーを確実に組織に取り入れ機能させていくためには、各人材の専門性や個

性等を活かした役割分担、ないしはミッションの付与を今後さらに明確にしてい

く必要がある。 

 

・ 「八王子市都市政策研究所」では、「専門研究員は、嘱託職員として博士号取得者

（都市工学）を雇用し、社会調査等技術支援を行」5っており、「せたがや自治政策

研究所」と類似する点も多く、組織形態については、内部設置型にメリットがあ

るものといえる。 

 

・ 一方で、政策助言機能としての庁内研修では、「人材育成担当など他部門の役割機

能と重複しないよう、切り分けを図り、政策形成の専門性という面から」6実施さ

れている。この点も公共政策ゼミナールのプログラム設計と重なる。 

 

③ 調査研究活動の進め方 

・ 「八王子市都市政策研究所」では、平成２４年度の研究テーマ数は２テーマ（「人

口減少社会とこれからの八王子～定住人口の維持・増加を目指して～」と「市民

サービスの質の向上に向けた広域連携～多摩ニュータウンを事例に～」）となって

いるが、このテーマ数は過年度においても大きな違いはない。これは「年度途中

に突発的に緊急課題が出てくることも想定されるためである」7とされている。「せ

たがや自治政策研究所」では通年型と短期型に分けて、より柔軟に庁内の政策課

題への対応を図る体制としており、組織的な機動性確保という点では大きな差異

はないものと思料される。 
 
・ また、「八王子市都市政策研究所」では、市民研究員は「アドバイザー・職員との

共同研究となるので拘束時間が長くなることが予想されるため、研究テーマによ

っては市民を交えたほうがよい場合は、公募していく」8とされている。しかしな

がら、市民研究員については、シンクタンクは、個人の趣味を追求する場ではな

いため、個人の研鑽を最終的には政策形成につなげていくバランス感覚を持った

人材の確保が極めて重要であり、この点は、いずれの自治体シンクタンクでも常

に課題として認識されている。 
 
・ 「せたがや自治政策研究所」では、設立当初から、研究所・所管課・研究者(大学

5 前掲, p.54. 
6 前掲, p.54. 
7 前掲, p.54. 
8 前掲, p.54. 

                                                   



関係者を含む)から成るプロジェクト方式で、政策形成に寄与していくとの基本的

なスタイルが一気通貫して確立されてきていることから、NPO や任意団体の形で

様々な区民の知的活動が展開されている実情を踏まえつつ、テーマごとに共同研

究等を行うイッシューネットワーク（争点となる 特定の政策課題について、関連

する専門的知識や技術を持ったアクターが相互に結びついた人的ネットワーク ）

を形成することなどが妥当であると考えられる。 
 
・ 「さがみはら都市みらい研究所」では、平成２４年度は女性の就労支援と保育の

潜在需要に関する調査研究、平成２２年国勢調査に基づく相模原市の将来人口推

計、市民研究員による調査研究を行っている。特に将来人口推計については、設

立当初から位置付けられていた基本的なデータベース構築の機能であり、経年的

に実施する統計調査の重要性を示している。「各課政策支援については、３人の学

識経験者を政策アドバイザーとして迎え入れ、市長等の幹部職員との懇談や調

査・研究活動への指導・助言のほか、職員研修・勉強会・プロジェクトチームに

対する研修講師、研究所の運営に対する指導、助言などが行われて」9おり、これ

は生い立ちが企画政策課政策班にあったことにもよると考えられる。 
 
・ また、「担当部局が抱える個別課題等に対し、学識経験者がアドバイスをする課題

助言アドバイザーも随時依頼されて」おり、「大学院生等の外部研究者が庁内から

応募された研究テーマを研究するなど、各課に対して、非常に専門性が高い支援

が行われている。」10 
 
・ 一方で企画部企画政策課の一翼を担っていることから、総合計画策定機能とは不

可分の関係にあり、庁内に資する機能に特化しているように見受けられる。なお、

都市経営及び行政改革にかかる調査研究、推進等は企画部経営監理課が担うこと

となっている。 
 
・ 市民研究員については、「平成１５年度から平成２０年度までの市民研究員の応募

状況は、募集を大幅に上回っていたが、現時点では募集を行っていない。市民研

究員には、市職員や学識経験者による手厚いフォローが必要であり、研究員の募

集や選考の事務量も大きいが、人員削減により、進行管理、クオリティ管理、研

究員支援等に人員を割く余裕がなくなってしまったため」11とされている。 
・ 「横須賀市都市政策研究所」では、「第１ステージにおいて、」「書籍の出版やシン

9 前掲, p.55. 
10 前掲, p.55. 
11 前掲, p.55. 

                                                   



ポジウムの開催など対外的なアピール」を中心にした情報発信を積極的に行う一

方で、「政策研究プロジェクトチームを編成するなどして研究に取り組んだことに

より、各部局の職員のモチベーションが高められ、また、部局ごとのリサーチは

各部局でできるようになってきた」とされている。そのため、「第２ステージにお

いて」は「全庁的な研究を担」っており、「内部に対して役立つ研究所」12として

位置付けを行っている。 
 
・ 同時に、各部局の政策支援については、「他部局が主体となり行う政策の企画立案

の支援は、様々な計画の基礎となる調査研究に重点を置く研究所の主要事業の一

つであり、これまでの研究所の調査研究成果は、基本計画や都市計画マスタープ

ランほか横須賀市の計画や政策の基礎となっている」13とされる。 
 

・ 「今後、部局支援業務を拡充していくためには、部局からの依頼を待つだけでは

なく、研究所内に蓄積された調査研究結果や情報について積極的に発信を行って

いく必要がある」14とされている。「せたがや自治政策研究所」でもこれまでの研

究成果を庁内のイントラ配信のほか議員の勉強会等の形で展開した実績が過年度

にはあったが、対内的な一定のプレゼンスを維持するためには、情報の発信のみ

でなく、草の根の周知活動の継続が必要になるといえる。 
 
・ さらに「横須賀市都市政策研究所」では、「調査研究やプロジェクトチームの開催

などを通じて課題整理・政策提言を行い、事業執行の道筋ができたところで、ふ

さわしい部署に引き継ぐという流れができつつあ」り、今後は「研究成果を実現

するまでの道筋を作ることが必要である」15との認識が示されている。この点につ

いては、「せたがや自治政策研究所」における所管課との共同研究のあり方を考え

るに当たっても大いに参考となる。 
 

以上 

12 前掲, p.56. 
13 前掲, p.56. 
14 前掲, p.56. 
15 前掲, p.56. 

                                                   


